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面会制限について 

 

 日頃、当施設の運営に当たりましては、ご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

 さて、連日報道されておりますように、北海道において新型コロナウィルス感染が爆

発的に拡大し、警戒ステージが 11 月 7 日から 3 に引き上げられ、さらなる警戒ステー

ジの引き上げも検討されているところであります。道内においては、札幌市が感染の中

心となっておりますが、徐々に道内全域で感染が確認され、当施設が所在しておりま

す後志管内でも連日数名の感染が確認されています。また、病院や高齢者福祉施設

等でのクラスター感染も相次いで発生しており、特に札幌市南区の特別養護老人ホー

ムでの入所者、職員合わせて 56 人の集団感染の報告に当施設としましても大変な危

機感を抱いております。 

 このような集団感染のリスクを軽減するため、苦渋の選択ではありますが、現在行っ

ている面会制限をさらに一段階強くしたいと考えております。具体的には以下のとおり

とさせていただきますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。また、この文書は

身元引受人をお引き受けいただいた方に送らせていただいておりますので、その他の

御家族の皆様にもこの旨伝えていただけますと有り難く存じます。 

 

～ 面会について ～ 

 

①  現在実施しております『窓越し面会』を当面の間、中止とさせていただきます。 

 

②  『オンライン面会』につきましては、お手持ちのスマートフォン・タブレット等を用い

て、ご自宅等から実施していただく方法と、当施設に来ていただいて、当施設の機

器を用いて実施していただく 2 種類の方法をとっておりますが、当施設に来ていた

だいてのオンライン面会は当面の間、中止とさせていただきます。ご自宅等からの

オンライン面会につきましては予約制とさせていただきます。ご希望の際は事前に

ご連絡下さい。日時等調整させていただく場合もございます。ご了承下さい。 

 

※当面の間とは、現在のところ 1 月末と考えております。ただし、感染状況によっては

延長もあり得ます。その際は、またご連絡させていただきます。 


